
林業公社経営専門委員会他県調査まとめ
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○第三セクター等の改革ガイドライン、公益法人制度改革関連法が示されたことを
受け、将来負担の抑制を行なう必要があることから平成21年3月に外部有識者等か
らなる山梨県出資法人経営検討委員会において、公社の存廃を含めた改革案の検
討を行った。
○借入金を財源として森林整備を行い、収益を分収するという分収林の仕組みが成
り立たなくなっている状況に加え、公社を存続していくためには多額の公費負担が
必要であることを踏まえると、現在の仕組みを維持した状態で公社を存続することは
適当でないと判断し、廃止を決定した。
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○平成22年10月に外部有識者からなる「社団法人青い森農林振興公社経営専門
員会」から、公社経営の抜本的な改革についての提言が報告される。
○報告書を受け県は、林業の採算性の悪化に伴い債務問題が顕在化し、経営改善
を進めてきたが、国における抜本的対策が講じられないことや将来の公社債務の増
加等から債務を整理し県が分収林を引き継ぐこととした。
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○H24.6月議会において、長期収支の試算を公表（H79：△372億円）、早期に経営
改善を図るとしたが、検討の結果、大幅な赤字が見込まれたことから現行の事業ス
キームでの存続は困難と判断した。
○そこで、公庫借入利息を圧縮し、今後の県民負担の最小化を図るため、民事再
生法に基づく負債の整理を行ない、分収造林事業については、公益的機能を持続
的に発揮させるため、県営林化を行うこととした。
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○愛知県では、「行革大綱に係る重点改革プログラム」及び「愛知県出資法人等改
革プラン」を策定し、その中で「H24年度に長期収支を作成し、その結果を踏まえて
公社の存廃を含めたあり方及び残債務の一括処理策について抜本的な改革を検
討する。」としていた。
○24年度に実施した長期収支見込みにおいて、事業の最終年度であるH112年度
に現在の債務高の大半が残る見込みとされたことから、抜本的な改革として法的整
理による債務整理に踏み切った。
○材価の続落や今後予想される金利の上昇を勘案すると、今後の見通しについて
は楽観できず、県財政への負担を先送りするべきではないという考え。
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　岐阜県森林整備法人経営改善検討会の提言の中で、「公社は、国、県の支援策
を有効に活用しながら、公社が今後も引き続き分収契約地を管理していくことが最も
効果的である」　と判断されたが、同時に、「厳しい経営環境の中、公社を存続させる
ためには、より一層の経営改善を行っていくことが必要である」と提言された。
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　平成18年度に、95年度までの長期経営収の見通しがマイナス461億円となったこと
を受け、18,19年度に今後の方向性を検討。 次の理由から公社を継続している。
①継続では、長伐期施業や分収割合の変更等による経営改善の取組と、国の支援
策の活用や県貸付金の無利子化により、長期収支はプラスに転向する。
②解散では、県債権放棄、公庫借入金償還、関係者との合意・地上権抹消事務な
ど膨大な事務処理が発生。
③県営林化では、県債権消滅、契約変更、財産管理、既存県営林との一体化、分
収割合の変更等膨大な事務処理が発生する。公社林約28千ha（特別会計）に対し、
県営林約8千ｈａ（普通会計）とミスマッチ。
④公社造林地の民有林に占める割合が大きい（約１割）ことから、業界に与える影響
を考慮している。
⑤県無利子貸付により特別交付税が年1.6億円交付されるが、県営林化して三セク
債利用での効果は年2千万円（10年間で２億円）程度であり、メリットが少ない。

258 187 445 22,044 0 22,044 1,898 9,514 12,169 23,161 0 0 0 35,330 107 6,384 6,491 41,821 190 H19 H95 6,940 － － － － － － － － － 8,308 － 9 －
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　①現状維持、②民間企業との共同経営、③改革の上、存続、④民間への経営委
託、⑤民間への事業譲渡、⑥廃止（事業廃止）、⑦廃止（県営林化）について検討し
た結果、①は選択肢として考えられない。②、④、⑤は今後公社にかかる経費は必
要ないが、受け皿となる民間企業が存在するかどうか、土地所有者との契約変更に
係る事務量がデメリットとなること。⑥は今後公社に係る経費は必要ないが、契約解
除に係る事務量と過去の投下経費が回収不能となることがデメリットとなること。⑦は
公社が実施する以上の経費発生の可能性と契約変更に係る事務量がデメリットとな
ること。以上のことから、改革をしながら公社を存続させることが県民負担の観点から
得策であると結論付けた。
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※廃止県は最終数値又は廃止決定時の数値、存続県は平成24年3月31日現在の数値
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